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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】製造工程がより簡便で、かつ、鯨体に命中した
ときには、導爆線へ確実に伝爆でき、一方、不命中時に
は、導爆線への伝爆が妨げられ、作業者が安全に回収す
ることができる衝撃波利用捕鯨用銛先を提供する。
【解決手段】導爆線４の先端部と雷管７底部との間に硝
酸アンモニウム系爆薬組成物６が具備された衝撃波利用
捕鯨用銛先は鯨命中時には雷管７の起爆によって発生し
た衝撃波と、その衝撃波によって起爆した硝酸アンモニ
ウム系爆薬の衝撃波との両方を導爆線４の起爆に利用で
き確実に導爆線４に伝爆する。一方、鯨体不命中時には
、海水流入孔１５内から容器内に浸水し、硝酸アンモニ
ウム系爆薬組成物６が溶解するため、事後的に雷管７が
暴発した場合でも、導爆線４には伝爆せず、安全に回収
することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導爆線巻装具に巻装された導爆線と、該導爆線に伝爆するための雷管と、を少なくとも
具備する衝撃波利用捕鯨用銛先であって、
該導爆線の先端部と、該雷管の底部が、対向配置されてなる衝撃波利用捕鯨用銛先におい
て、
前記導爆線の先端部と前記雷管の底部との間に
硝酸アンモニウム系爆薬組成物が具備されていることを特徴とする
衝撃波利用捕鯨用銛先。
【請求項２】
　前記硝酸アンモニウム系爆薬組成物が、
浸水孔を設けた容器に充填されていることを特徴とする請求項１に記載の衝撃波利用捕鯨
用銛先。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、鯨体命中時に確実に起爆し、不命中時には安全に回収できる衝撃波利用捕鯨
用銛先に関する。
【背景技術】
【０００２】
　導爆線の衝撃波を利用した捕鯨用銛先には、通常、さく薬としてペンスリット等の高性
能爆薬を心薬とする高爆速の導爆線を充填したものが知られている。（例えば、特許文献
１参照）
【０００３】
　衝撃波利用捕鯨用銛先は、鯨体不命中時にこの銛先を海中より回収する際、雷管の不慮
の爆発によって導爆線に伝爆するという危険性を有する。
【０００４】
　特許文献２及び３に、導爆線を装填した捕鯨用銛先において、該導爆線を起爆する雷管
の底部と、これに対向する導爆線の先端との間に空隙部を設け、その空隙部に海水を吸収
して膨潤する吸水性樹脂を介在させたものが開示されている。そのような構造にすること
で、鯨に不命中になった銛先の雷管が不慮に爆発しても、海水にて膨潤した吸水性樹脂の
存在により該雷管の起爆力が弱められ、導爆線には伝爆せず不爆となり、安全に回収でき
るようにしている。
【０００５】
　そのような衝撃波利用捕鯨用銛先において空隙部に吸水性樹脂を介在させる際には従来
、導爆線導入パイプ内の空隙部に、（イ）所定量の粉末状吸水性樹脂を不織布で包んだも
のを充填し金網で蓋をする、（ロ）粉末状吸水性樹脂を充填し不織布で蓋をする、（ハ）
吸水性のシートを折りたたみ充填する等の手段を用いていた。
【０００６】
　しかし、それら空隙部に吸水性樹脂を充填する構造の衝撃波利用捕鯨用銛先においては
、該空隙部と、該空隙部に充填させる吸水性樹脂と、の位置的関係、量的関係の調整に精
度が求められ、使用する導爆線あるいは対象とする鯨体に適合させた種々の大きさの銛先
に応じ、その都度、最適量、最適充填形態を試行錯誤により探索する必要があり、その設
計が非常に困難である。
【０００７】
　すなわち、空隙部を大きく採るほど安全性が向上するが、命中時の導爆線への確実な伝
爆性が損なわれる。一方、伝爆性を重視し、空隙部をより小さくすると安全性が低下し、
取扱が困難になる。このように、従来の衝撃波利用捕鯨用銛先は、不命中時の回収安全性
を担保するために、空隙部と吸水性樹脂等とのギャップを設けていた。
　該空隙部の大きさを可能な限り小さくすることが、より小型かつ軽量で簡便な衝撃波利
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用捕鯨用銛先の製造に資するものと考えられるが、従来の導爆線利用捕鯨用銛先は安全性
を確保するためにこの空隙部を大きく選択することを余儀なくされており、確実な伝爆性
を両立することが困難であった。
　そのため、新規な構造を有する捕鯨用銛先が求められていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開昭５７－０２１７９７号公報
【特許文献２】特開昭５９－０２１９９８号公報
【特許文献３】特開２００７－３３３３３３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、上記した課題に鑑みなされたものであり、雷管底部と導爆線先端部と
の間の空隙部及び吸水性樹脂等のギャップを設けることなく、鯨体に命中したときには、
導爆線へ確実に伝爆でき、一方、不命中時には、導爆線への伝爆が妨げられ、作業者が安
全に回収することができる衝撃波利用捕鯨用銛先を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は以下の（１）及び（２）に示すものである。
【００１１】
　（１）導爆線巻装具に巻装された導爆線と、該導爆線に伝爆するための雷管と、を少な
くとも具備する衝撃波利用捕鯨用銛先であって、
該導爆線の先端部と、該雷管の底部とが、対向配置されてなる衝撃波利用捕鯨用銛先にお
いて、
前記導爆線の先端部と前記雷管の底部との間に、硝酸アンモニウム系爆薬組成物が具備さ
れていることを特徴とする衝撃波利用捕鯨用銛先。
【００１２】
　（２）前記硝酸アンモニウム系爆薬組成物が、浸水孔を設けた容器に充填されているこ
とを特徴とする（１）に記載の衝撃波利用捕鯨用銛先。
【発明の効果】
【００１３】
　導爆線の先端部と雷管底部との間に硝酸アンモニウム系爆薬組成物を具備した衝撃波利
用捕鯨用銛先は鯨命中時には雷管の起爆によって発生した衝撃波と、その衝撃波によって
起爆した硝酸アンモニウム系爆薬の衝撃波との両方を導爆線の起爆に利用でき確実に導爆
線に伝爆させることができる。
　すなわち、雷管と硝酸アンモニウム系爆薬組成物が、導爆線の起爆性を確実にする作用
を有する。
　一方、鯨体不命中時には、浸水孔内から容器内に浸水し、硝酸アンモニウム系爆薬組成
物が溶解するため、不爆となるため、この硝酸アンモニウム系爆薬組成物部分が空隙部及
び吸水性樹脂のようなギャップとして機能し、事後的に雷管が暴発した場合でも、導爆線
には伝爆せず、安全に回収することができる。
【００１４】
　さらに、硝酸アンモニウム系爆薬組成物は、鯨の体液程度の浸水では不爆にならないた
め、鯨命中時において、雷管が起爆すれば、導爆線には完全に伝爆する。
【００１５】
　このように、前記硝酸アンモニウム系爆薬組成物は、伝爆性向上剤及び安全装置の両方
の機能を有している。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
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【図１】本発明の衝撃波利用捕鯨用銛先を銛頭部にネジ込み装着した縦断面図
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明を図面に基づいて説明する。
【００１８】
　図１は本発明の衝撃波利用捕鯨用銛先の銛頭部にネジ込み装着した縦断面図である。先
端に飛しょう状態のバランスを調節する銛先前蓋１を有する鋼製外筒２の内部には、紙筒
３にコイル状に巻かれた導爆線４が収納されている。この導爆線４の先端は、コイルの中
心軸に沿って設けられた導爆線導入パイプ５に挿入され、その導爆線先端部と硝酸アンモ
ニウム系爆薬組成物６と雷管７とが対向するよう配置されている。
【００１９】
　本発明の衝撃波利用捕鯨用銛先は、特開２００７－３３３３３３号公報、図１に記され
ている如き、通常、銛先が銛頭部にネジによって固定されている。心管部は、雷管７と、
摩子棒及び摩子薬よりなり、鯨命中時に引き抜かれる摩子棒は摩子薬中を貫通しており、
また、摩子薬の端面は雷管７と同一軸上で対向している。
　この衝撃波利用捕鯨用銛先を装着した銛が鯨体に発射され命中すると同時にワイヤーに
より摩子棒が引っ張られ、その摩擦により摩子薬が発火し、雷管７がその火を受けて爆発
し、その衝撃波により硝酸アンモニウム系爆薬組成物６が爆発し、対向する導爆線４を起
爆させる。
【００２０】
　導爆線４の爆発により、鋼製外筒は鯨体内において破壊されるが、高爆速（６０００～
７０００ｍ／ｓ）の導爆線により発せられる衝撃波の作用によって、鯨を即死せしめるこ
とができる。一方、不命中により海水に没した場合は、鋼製外筒２に穿設した海水流入孔
１５を通って海水が銛先中に流入する。一般に銛は高速度で打出されるために、飛しょう
中に銛先内部は減圧状態となり、水没すると銛先に海水が速やかに浸入し、硝酸アンモニ
ウム系爆薬組成物６にまで到達する。
【００２１】
　本発明は、上記した衝撃波利用捕鯨用銛先に係るものであり、導爆線が充填され、該導
爆線を起爆する雷管の底部と導爆線の先端との間に硝酸アンモニウム系爆薬組成物が具備
されていることを特徴とした衝撃波利用捕鯨用銛先である。
【００２２】
　前記硝酸アンモニウム系爆薬組成物としては、鯨不命中時の安全性を担保することを目
的に、水に溶解する硝酸アンモニウム粉末を主成分とするものであれば特に制限されない
が、銛先の回収時間を考慮し、水中へ没してから１分程度で浸水できる硝酸アンモニウム
系爆薬組成物であることが好ましい。
　そのような硝酸アンモニウム系爆薬組成物としては、公知の硝安油剤爆薬、粉状硝酸ア
ンモニウムを用いた硝安爆薬等、粉体状の爆薬組成物が好ましい。
【００２３】
　さらに本発明は、前記硝酸アンモニウム系爆薬組成物が浸水孔を設けた容器に装填され
ていることを特徴とした衝撃波利用捕鯨用銛先である。
【００２４】
　前記硝酸アンモニウム系爆薬組成物に用いられる硝酸アンモニウムの好ましい形状は粉
体であるため、容器に装填しないと固定しにくい。
　一方、衝撃波利用捕鯨用銛先は鯨不命中時に不爆になる必要があり、本構造では硝酸ア
ンモニウム系爆薬組成物が不爆となる程度まで溶解できることが好ましい。したがって浸
水孔を設けた容器に装填することが好ましい。
【００２５】
　前記浸水孔を設けた容器は、海水が浸水でき、且つ海水に耐えうる容器もしくは袋であ
れば特に制限されないが、作業性の面から軽量の材質のものが好ましい。そのような材質
にはポリエチレン系樹脂や塩化ビニル樹脂等が挙げられる。
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【００２６】
　前記、浸水孔を設けた容器の孔径は鯨不命中時の銛先回収の間に海水が浸水できるよう
になっている。前記浸水孔の大きさは、作製する捕鯨用銛先の大きさによって適宜設計す
ることができ、特に制限されないが、少なくとも直径２ｍｍ以上であることが好ましい。
【００２７】
　また爆薬組成物は一般的に径が大きくなると起爆感度が上昇する。したがって、硝酸ア
ンモニウム系爆薬組成物６を装填する容器もしくは袋は紙筒３の径に合わせると最大にな
るためそのように装填することが好ましい。
【００２８】
　また硝酸アンモニウム系爆薬組成物６の量が多くなると高威力となり、鯨に命中し起爆
すると、損傷が大きすぎるおそれがある。したがって、鯨命中時には、確実に導爆線に伝
爆でき、不命中時には、確実に導爆線を不伝爆にできる中で、最小量であることが好まし
い。鯨体の大きな損傷を防止する観点から、当該硝酸アンモニウム系爆薬組成物の装填爆
薬量は５０ｇ以下であることが好ましい。
【００２９】
　さらに硝酸アンモニウム系爆薬組成物６の爆発により確実に導爆線を伝爆させるために
、導爆線の先端部を固定することが好ましい。固定のために導爆線挿入パイプ５に挿入す
ることが好ましい。そして、該パイプ先端部と導爆線の先端部とを揃え、より確実に伝爆
出来るように配置させることが好ましい。
【実施例】
【００３０】
　以下、本発明の実施例を挙げより詳細に説明する。なお、本発明は実施例によって何ら
制限されるものではない。
【００３１】
　実施例１
　硝酸アンモニウム系爆薬組成物６には硝安油剤爆薬組成物を用いた。内径２ｍｍの浸水
孔を設けた外径２５ｍｍ、内径２４ｍｍのポリエチレン系樹脂製容器に硝安油剤爆薬組成
物を装填し、一端を雷管底部にその反対側に導爆線を挿入した導爆線挿入パイプ６を接触
させ、衝撃波利用捕鯨用銛先を完成させた。
【００３２】
　実施例２
　硝酸アンモニウム系爆薬組成物６には粉状硝安を含む硝安爆薬を用いた。内径２ｍｍの
浸水孔を設けた外径２５ｍｍ、内径２４ｍｍのポリエチレン系樹脂製容器に硝安爆薬組成
物を装填し、一端を雷管底部にその反対側に導爆線を挿入した導爆線挿入パイプ６を接触
させ、衝撃波利用捕鯨用銛先を完成させた。
【００３３】
　実施例１、２の衝撃波利用捕鯨用銛先において、鯨命中後を想定し、海水に浸さなかっ
たサンプルの起爆試験を行った結果、導爆線４には全て伝爆した。また鯨不命中時を想定
し、１分及び５分間海水に浸した後、起爆試験を行った結果、硝酸アンモニウム系爆薬６
に浸水し溶解したため、雷管７が起爆しても導爆線４には全て伝爆しなかった。
【００３４】
　比較例１
　実施例１、２の硝酸アンモニウム系爆薬組成物の代わりに空隙部を１０ｍｍ設け、さら
に吸水性樹脂を装填し、それ以外は実施例１と同様に衝撃波利用捕鯨用銛先を完成させた
。
【００３５】
　比較例２
　実施例１、２の硝酸アンモニウム系爆薬組成物の代わりに空隙部を４０ｍｍ設け、さら
に吸水性樹脂を装填し、それ以外は実施例１と同様に衝撃波利用捕鯨用銛先を完成させた
。
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【００３６】
　比較例１の衝撃波利用捕鯨用銛先において、鯨不命中時を想定し、１分及び５分間海水
に浸した後、起爆試験を行った結果、雷管７が起爆すると導爆線４に完全に不爆化となら
ず、一部起爆した。また、比較例２の衝撃波利用捕鯨用銛先において鯨命中後を想定し、
海水に浸さなかったサンプルの起爆試験を行った結果、一部導爆線に伝爆しなかった。
【符号の説明】
【００３７】
　　１　　銛先前蓋
　　２　　鋼製外筒
　　３　　紙筒
　　４　　導爆線
　　５　　導爆線導入パイプ
　　６　　硝酸アンモニウム系爆薬組成物
　　７　　雷管
　　１５　海水流入孔

【図１】
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